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拠点工業団地立地促進補助金交付要綱（平成�年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

附則を附則第�項とし、附則に次の�項を加える。

	 第
条第�項第�号の規定は、ソフトビジネスパーク島根賃貸型オフィス整備促進事業実施要綱（平成��年島根県告

示第���号）第	条第	項による基本計画の承認を受けた事業者には､ 適用しない。

� �

この告示は、平成��年�月�日から施行する。

号外第��号 平成��年�月�日 (�)
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拠点工業団地立地促進補助金交付要綱の一部改正 (企 業 立 地 課)
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平成��年�月�日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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平成��年�月�日 印刷
平成��年�月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 ����	円

(送料共)
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